
②岩城委員及び川人委員提出資料





過労死等労災認定基準の改定意見書について

過労死等防止対策推進協議会 御中

２０１８年５月３１日

過労死等防止対策推進協議会委員

川人 博

岩城 穣

１ 過労死・過労自殺の防止と認定基準

（１）過労死防止法第２条‥‥防止すべき過労死等を定義

労基法、労災保険法‥‥過労死等について労災として補償

これらはほぼ同じもの。

→過労死・過労自殺として労災認定されたものが、過労死・過労自殺の件数や事例

となる。

また、刑事訴追や是正勧告、企業名公表等の監督行政の対象となる。

→認定基準は、社会的実態としての過労死・過労自殺を適正に認定するものでなけ

ればならない。

（２）現在の認定基準

①制定後相当期間が経過

過労死の認定基準‥‥平成１３年１２月から１６年半

過労自殺の認定基準‥‥平成２３年１２月から６年半

②この間、様々な不十分点が明らかになってきた

③いずれも過労死防止法制定以前にできたもの

④その後多数の裁判例の蓄積

⑤過労死防止法に基づく調査・研究の進展が反映されていない

２ 過労死弁護団としての改定意見書の作成

２０１７年９月の過労死弁護団全国連絡会議の総会で、各認定基準の改定について

の意見書作成を決定。

その後、検討作業を続け、今般完成に至った。

５月２３日、厚労省に提出と説明を行った。

各認定基準の改正意見の概要は、別紙１・２のとおりである。

３ 協議会への要望

過労死防止法１４条の過労死等の防止のための必要な法制上又は財政上の措置と

して、脳・心臓疾患及び精神障害それぞれの労災認定基準の見直しが急務となってい

ると考えるので、これについてのご対応をお願いしたい。
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